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会議室使用規約  

福山商工会議所会議室使用規約  
  

（目的）  

第１条 本商工会議所は、商工業、学術に関する会議その他本会議所において、適当と認め

る会議又は催物等に対して、本会議所又は支所に支障のない限り、本会議所又は支所の

会議室を本会議所会員又は本会議所において適当と認める者に貸与する。  

  

（使用の許可）第２条 会議室を使用しようとする者は、会頭の許可を受けなければならない。  

２ 許可を受けた事項を変更しようとするときも又同様とする。  

  

（使用の制限）  

第３条 下の各号の１つに該当するときは、使用を許可しない。  

（１） 公安公益を害するおそれがあると認めるとき  

（２） 反社会的勢力に該当すると認めるとき 

（３） 建物又は、附属物を毀損するおそれがあると認めるとき  

（４） 前各号の外、会頭において不適当と認めるとき  

  

（使用料）  

第４条 使用者は別に定めるものの外、所定の使用申込書に記入の上別表による使用料を 

使用が許可されてから使用開始までの間に支払わなければならない。 

２ 特別の備品の使用については、会頭が別に定める。  

３ 会頭において公益上その他特別の事由により必要があると認めたときは、前各項の使

用料の減免及び支払日の延長を行うことができる。 

  

第５条 許可事項の変更により使用料金が増加するときは、その増加額は変更許可の際納 

付しなければならない。  

  

（使用料の還付）  

第６条 既納の使用料はこれを還付しない。但し、下の各号の１つに該当する時は、その 

全部又は一部を還付することができる。  

（１） 第７条第１項第１号及び第４号により使用許可を取消したとき     全額

（２） 不可抗力により使用ができないとき                        全額 

（３） 使用１週間前までに、許可の取消又は変更を申出たもので、会頭において正当 
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の理由があると認めたとき                              ５割 

  

（使用許可の取消、その他の処分）  

第７条 下の各号の１つに該当するときは、使用許可を取消し、又は変更或いは制限する 

ことができる。  

（１） 本商工会議所の都合により、貸室が使用不能となったとき 

（２） 申込書記載内容と異なって使用したとき 

（３） この規約に違反したとき 

（４） 天災・地変・疫病等、不測の事故や災害のため貸室が使用不能となったとき 

（５） 使用許可後第３条に掲げる事由が生じたとき  

２ 前項の処分により使用者が損害を受けることがあっても、商工会議所は賠償の責は負 

わない。  

  

（転貸禁止）  

第８条 使用許可を受けた者は、これを他に転貸することはできない。  

  

（使用制限等）  

第９条 会頭は使用者に対し必要な設備をさせ、又は使用上の制限をすることができる。  

２ 建物、附属物、備品等に釘類を打ちつけ、又は紙類を糊付しない。  

３ 喧騒、粗暴の挙動をしない。  

４ 承認をうけた以外の場所、備品を無断使用しない。  

５ 不時の災害に備えて、使用者は非常口の場所、誘導方法、消火設備等を前もつて了知

する。  

６ 受付、案内、携帯品の預り等、来場者の世話一切は使用者で行う。  

７ 備品を使用する場合、設置及び調整は使用者が行う。  

  

（使用後整理の義務）  

第１０条 使用者は、使用を終ったとき又は使用許可を取消されたときは直ちに原形に復

し、清掃の上、その旨係員に届出て検査を受けなければならない。若し、使用者がこれ

を怠るときは、会議所に於て、これを行い、費用は使用者から徴収する。  

  

（被害の賠償）  

第１１条 使用中建物、附属物又は備品を毀損若しくは減失したときは、何人の行為であ 
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っても使用者は、会頭の決定する損害額を賠償しなければならない。  

  

（委任事項）  

第１２条 この規約の施行に関し必要な事項は会頭が別に定める。  

  

 

附     則                                   

この規程は、昭和３２年１０月２０日から施行する。 

附     則  

第１条の改正規定は、昭和４１年１０月１日から実施する。  

  

附     則  

第９条（使用制限等）の改正、及び第１２条（費用の負担）削除は、昭和５１年１１月 

１日から実施する。  

  

附     則  

１．「福山商工会議所会議室使用規程」から「福山商工会議所会議室使用規約」への改正 

並びに第７条（使用許可の取消、その他の処分）及び第１２条（委任事項）の改正規定

は、平成１４年４月１日から実施する。  

  

附     則  

１．第９条（使用制限等）及び第１１条（被害の賠償）の改正規定は、平成１７年１０月 

１日から実施する。  

 

附     則  

１．第３条（使用の制限）、第４条（使用料）、第６条（使用料の還付）及び第７条（使用 

許可の取消、その他の処分）の改正規定は、令和７年４月１日から実施する。 
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福山商工会議所会議室使用料金表 

１．第 4 条第 1 項別表による料金表  

（１）本所会議室使用料                           （消費税は含まず） 

階 

  
数 

室   名  
面積  

（坪） 

定員  
（人） 

  基  本  料  金  

料金区

分 
全日  

9 時～17 時  
午前  

9 時～12 時  
午後  

13 時～17 時 

夜間  
18 時～20 時 

超過  
１時間当り 

1  １０１会議室  76  180  
Ａ  39,500 円 19,500 円 24,000 円 21,000 円   7,000 円 

Ｂ  32,000  16,000  19,500  17,000  5,500  

1  １０２会議室  46  108  
Ａ  25,000  12,500  15,500  14,000  4,500  

Ｂ  20,500  10,500  12,500  11,500  4,000  

３ 
３０１会議室  
（特別会議室）  

76  80  Ｂ  40,000  20,000  24,000  21,000  7,500  

３ 
３０２会議室  
（特別会議室）  

46  40  Ｂ  37,000  18,500  22,000  19,000  6,500  

３ ３０３会議室  25  36  
Ａ  16,000   7,500   9,500   8,500  3,000  

Ｂ  13,000   7,000   8,000   7,500  2,500  

３ ３０４会議室  25  36  
Ａ  16,000   7,500   9,500   8,500  3,000  

Ｂ  13,000   7,000   8,000   7,500  2,500  

３ ３０５会議室  14  12  
Ａ   9,000   4,500   5,500   5,000  2,000  

Ｂ   7,000   4,000   4,500   4,000  1,500  

３ ３０６会議室  14  12  
Ａ   9,000   4,500   5,500   5,000  2,000  

Ｂ   7,000   4,000   4,500   4,000  1,500  

  

その他料金  

 放送設備、備品使用料等（1 回につき） （消費税は含まず）  

放送設備使用料    

アンプ        １台         1,000 円 

マイク（司会用）   １本          500 円 

ワイヤレスマイク   １本         1,000 円 

コードマイク     １本         1,000 円 

ピンマイク      １個         1,000 円 

備品使用料   

プロジェクター    A １回       10,000 円 

（ｽｸﾘｰﾝ代含む）    B １回            8,000 円 

インターネット利用料 A １台１回            3,000 円 

（モバイル Wi-Fi）   B １台１回            1,500 円 

スクリーン     １回            1,000 円 

机（追加分）     １脚                   100 円 

椅子（追加分）       １脚               50 円 

（※机､椅子の使用料は定数内は基本料金に含む） 
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但し、１）３０１及び３０２各特別会議室は、１０１及び１０２会議室が使用出来ないとき、     

必要と認めた場合に限り使用を認めるものとする。     

２）本商工会議所会員に対してはＢ料金を適用する。  

（２）１）見本市、展示会等の催しの場合は、５０％増しとする。  

 ２）土曜、日曜、祝日の使用は２０％増しとする。  

土曜、日曜、祝日の夜間は使用を認めない。  

３）冷暖房実施期間中は、空調費用として使用料の２０％を別に徴収する。   

  

附     則  

１．本料金表の改正規定は、平成３年４月１日から実施する。  

  

附     則  

１．本料金表の改正規定は、平成１４年４月１日から実施する。  

  

附     則  

１．本料金表の改正規定は、平成１５年４月１日から実施する。  

  

附     則  

１．本料金表の改正規定は、平成１７年１０月１日から実施する。  

  

附     則  

１．本料金表の改正規定は、令和３年４月１日から実施する。  

  

附     則  

１．本料金表の改正規定は、令和７年４月１日から実施する。 

 


